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ミニフォト

お弁当で“そうじゃ ”を表現
そうじゃキャラ弁総選挙表彰

　第 5回そうじゃキャラ弁総選挙の入賞作品が
決定しました。２月 18日、市役所で表彰式が行
われ、入賞者８人が出席。賞状と賞品目録（総
社産米、そうじゃ特産商品）が贈られました。
　コンテストには全国から 202 点の応募があり、
インターネット投票で入賞作品を決定。最優秀
賞は、「チュッピーコース」に高越友紀さん、「日
本遺産桃太郎コース」に大坪美佳さんの作品が
選ばれました。

　入選した稲本理子さん、藤原伊央さん、平田純子さん、高橋さくらさん
（前列左から）。川上聖菜さん、中山幸咲良さん、森美咲さん、秋山美空
さん（後列左から）

　池上政子さん（井手）が２月
15 日に満 100 歳の誕生日を迎え
られ、17 日に市から記念品が贈
られました。和裁が得意で、旅行
が好きだという池上さん。長寿の
秘訣は、何でもよく食べることだ
そうです。
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池上さん 100 歳おめでとう

　２月 21 日、市の農業振興に貢
献した優良農業者の表彰式が市役
所で行われ、ブドウ栽培を行う野
瀬弘三さん（秦）が表彰されまし
た。ブドウの栽培技術向上や研修
生の受け入れ体制確立へ貢献した
ことなどが評価を受けました。
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優良農業者を表彰（守谷基金）

　２月 15 日から、まちかど郷土
館で寄贈されたひな人形の展示が
始まりました。総社幼稚園５歳児
約 50人が手作りしたひな人形も、
28 日まで展示。来館者はひな人
形を見て、一足早い春の訪れを感
じていました。
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一人ひとりのおひなさま

　沼本康惠さん（小寺）が２月
20 日に満 100 歳の誕生日を迎え
られ、３月９日に市から記念品が
贈られました。編み物や詩吟を楽
しみ、90 歳過ぎまで美容師を続
けた沼本さん。長寿の秘訣は、よ
く食べよく眠ることだそうです。
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沼本さん 100 歳おめでとう

　３月 10 日、青少年の善行を表
彰する県わかば賞の伝達式が行わ
れました。表彰されたのは、鞠

ま り こ

子
初音さん（総社東小６年）。けが
をした児童や道で倒れた人に応急
処置を行うなど、迅速に対応し救
助に協力しました。
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勇気ある行動を表彰

　２月 20 日、天満屋ハピータウ
ンリブ総社店２階にチュッピース
クエアがオープンしました。打ち
合わせや休憩に使えるフリースペ
ースで、定期的にイベントを開催
予定。チュッピーのＰＲや市民の
憩いの場として活用します。
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いつでも遊びに来てね

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、確定申告期限・納付期限が４月 16日㈭まで延長され
ました。延長期間中は、総社市役所と倉敷税務署で申告相談を受け付けています。
　来場される皆さまの健康と安全を考慮し、職員は手洗いやうがい、マスク着用など感染予防に取り組んで
います。皆さまも同様に、感染予防にご協力をお願いします。

申告相談についての問い合わせ 倉敷税務署（☎ 086-422-1201）、税務課市民税係（☎92 8234）

確定申告所得税の

▼e-Tax の利用について
　マイナンバーカードか税務署で発行する ID・パスワードがあれば、申告会場に出向くことなく、インター
ネットから申告（e-Tax）することが可能です。 
　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証な
どの書類を提出する必要がなく、大変便利です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、ご利
用ください。

▼所得税などの還付申告を行う人
　令和元年分の還付申告については、令和６年 12月 31日までの５年間、申告することが可能です。
　詳細については、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。 
【還付申告の例】 
　給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除・寄附金控除（ふるさと納税等）・住宅借入金等特別控除（住
宅ローン控除）により還付を受ける場合など

▼税目別申告・納付期限（延長後）
税目 申告・納付期限 振替納付日
所得税

４月 16 日㈭
５月 15 日㈮

消費税（個人） ５月 19 日㈫
贈与税

確定申告期限・納付期限を延長 ４月 16 日まで

※申告相談内容や必要書類など、確定申告に関する詳細は市ホームページや『広報そうじゃ』２月号で確認してください
※倉敷税務署では、混雑緩和や新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、相談会場への入場制限を行います

日程・受付時間 会　　場 対　　象 備　　考

４月 16 日㈭まで

8:30 ～ 16:00

総社市役所
・農業所得（青色申告者を除く）、給与や公的年金
の収入、雑所得、一時所得がある人
・市県民税、国民健康保険税の申告が必要な人

税務課市民税係（15 番窓
口）にお越しください

倉敷税務署

◆還付申告を含む所得税の申告全般
（例）
　・給与の収入金額が 2000 万円を超える人
　・給与所得や退職所得以外の所得金額が 20 万円
　を超える人
　・２カ所以上から給与の支払いを受けている人

相談時間　9:00 ～ 17:00
※駐車場に限りがありま
すので、公共交通機関を
ご利用ください

▼申告相談日程表（土・日曜日、祝日は申告相談を行いません）

【倉敷税務署からのお知らせ】

個人市県民税の申告


